
鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例をここに公布する。

平成22年10月15日

鳥取県知事 平 井 伸 治

鳥取県条例第47号

鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例

鳥取県公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成14年鳥取県条例第３号）の一部を次のように改正す

る。

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線

が引かれた部分（以下「改正後部分」という。）が存在する場合には、当該改正部分を当該改正後部分に改め、

改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には、当該改正部分を削る。

改 正 後 改 正 前

（職員の派遣） （職員の派遣）

第２条 任命権者（法第２条第１項に規定する任命権 第２条 任命権者（法第２条第１項に規定する任命権

者をいう。以下同じ。）は、地域医療を担う公的病 者をいう。以下同じ。）は、公益的法人等のうち、

院を開設している公益的法人等であって知事が別に 次に掲げるものとの間の取決めに基づき、当該公益

定めるものとの間の取決めに基づき医師である職員 的法人等の業務にその役職員として専ら従事させる

（次項に定める職員を除く。以下この項において同 ため、職員（次項に定める職員を除く。）を派遣す

じ。）を派遣することができるほか、次に掲げる公 ることができる。

益的法人等との間の取決めに基づき、当該公益的法

人等の業務にその役職員として専ら従事させるた

め、職員を派遣することができる。

(１)及び(２) 略 (１)及び(２) 略

２及び３ 略 ２及び３ 略

附 則

この条例は、公布の日から施行する。




